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（単位：千円、％）

令和８年度 令和７年度 比      較

金  額 構成比 金  額 構成比 増減額 増減率

16,683,000 60.2 16,788,000 60.8 ▲ 105,000 ▲ 0.6 

○職員人件費(選挙等除き) 2,360,030【+148,483】
○総合保健福祉センター改修事業 皆減【▲332,705】

○小児医療対策事業 100,038【+100,000】
○道路改良事業 269,390【+142,450】
○災害対策事業 20,898【▲352,263】
○小中学校情報教育推進事業 200,440【+156,060】

 国民健康保険事業 3,334,328 12.0 3,390,830 12.3 ▲ 56,502 ▲ 1.7 ○保険給付費 2,531,153【▲25,700】
○国民健康保険事業費納付金 721,659【▲34,151】

 後期高齢者医療 524,175 1.9 469,139 1.7 55,036 11.7 ○後期高齢者医療広域連合納付金 500,229【+52,010】

 介護保険 3,358,197 12.1 3,347,437 12.1 10,760 0.3 ○保険給付費 3,102,359【+19,108】
○地域支援事業費 171,846【▲9,278】

 産業用地造成事業 11,741 0.1 6,956 0.0 4,785 68.8 ○産業用地造成費 11,385【+4,785】

 東根財産区 331 0.0 548 0.0 ▲ 217 ▲ 39.6 ○森林保育事業に要する経費 30【▲217】

7,228,772 26.1 7,214,910 26.1 13,862 0.2 

 収益的支出 1,064,497 3.8 1,064,198 3.9 299 0.0 
○営業費用 1,038,935【+14,123】
○その他特別損失 10【▲10,990】

 資本的支出 484,278 1.8 393,288 1.4 90,990 23.1 
○工事請負費 420,840【+92,026】
○企業債償還金 44,465【▲2,652】

 収益的支出 985,246 3.6 1,057,207 3.8 ▲ 71,961 ▲ 6.8 
○営業費用 878,854【▲72,394】
○企業債利息 81,142【+433】

 資本的支出 1,252,703 4.5 1,114,935 4.0 137,768 12.4 
○汚水工事費 75,000【▲45,000】
○雨水工事費 259,000【+212,000】
○企業債償還金 759,524【▲41,597】

3,786,724 13.7 3,629,628 13.1 157,096 4.3 

27,698,496 100.0 27,632,538 100.0 65,958 0.2 合         計

令和８年度　各 種 会 計 予 算 総 括 表

摘      要
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【 】内の数字は令和７年度との比較
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歳　入 （単位：千円、％）

令和８年度 令和７年度 比      較

金  額 構成比 金  額 構成比 増減額 増減率

1 市税 3,867,697 23.2 3,782,973 22.5 84,724 2.2 
○市民税 1,478,000【個人+69,569　法人+24,462】
○固定資産税 1,852,212【▲9,678】

2 地方譲与税 181,760 1.1 187,084 1.1 ▲ 5,324 ▲ 2.8 
○地方揮発油譲与税 34,000【▲6,000】
○森林環境譲与税 17,760【+676】

3 利子割交付金 5,500 0.0 1,600 0.0 3,900 243.8 ○利子割の増見込みによる増

4 配当割交付金 18,000 0.1 11,000 0.1 7,000 63.6 

5 株式等譲渡所得割交付金 31,000 0.2 13,000 0.1 18,000 138.5 ○株式譲渡所得割の増見込みによる増

6 法人事業税交付金 80,000 0.5 80,000 0.5 0 0.0 ○交付率(7.7％)　交付基準：従業者数で按分

7 地方消費税交付金 830,000 5.0 800,000 4.8 30,000 3.8 ○消費税増収見込みに伴う増

8 ゴルフ場利用税交付金 3,000 0.0 3,500 0.0 ▲ 500 ▲ 14.3 

9 環境性能割交付金 4,000 0.0 24,000 0.1 ▲ 20,000 ▲ 83.3 ○環境性能割の廃止による減

10 国有提供施設等所在市町村助成交付金 13,000 0.1 13,000 0.1 0 0.0 

11 地方特例交付金 50,400 0.3 20,010 0.1 30,390 151.9 ○自動車税・軽自動車税減収補填特例交付金 24,400【皆増】
○地方揮発油譲与税減収補填特例交付金 6,000【皆増】

12 地方交付税 4,216,589 25.3 3,887,765 23.2 328,824 8.5 
○普通交付税 3,750,000【+350,000】
○震災復興特別交付税 16,589【▲21,176】

13 交通安全対策特別交付金 3,000 0.0 4,000 0.0 ▲ 1,000 ▲ 25.0 

14 分担金及び負担金 10,120 0.1 11,039 0.1 ▲ 919 ▲ 8.3 ○基幹水利施設管理事業分担金 2,370【+27】
○老人福祉施設入所者一部負担金 7,750【▲946】

15 使用料及び手数料 92,472 0.5 91,892 0.5 580 0.6 ○市民センター使用料 7,201【+2,147】
○住宅使用料 38,704【▲1,152】

16 国庫支出金 1,709,394 10.2 1,924,260 11.5 ▲ 214,866 ▲ 11.2 ○デジタル基盤改革支援補助金 3,036【▲150,861】
○道路メンテナンス事業補助金　106,150【▲98,450】

17 県支出金 984,763 5.9 976,247 5.8 8,516 0.9 ○農地集積・集約化対策事業費補助金 2,685【▲49,267】
○公立学校情報機器整備事業費補助金 52,836【皆増】

18 財産収入 61,580 0.4 46,137 0.3 15,443 33.5 ○土地建物貸付収入 13,760【+1,143】
○基金利子 47,310【+14,300】

19 寄附金 1,008,895 6.0 1,008,667 6.0 228 0.0 ○企業版ふるさと納税寄附金 2,000【+1,000】
○角田市育英会寄附金 6,885【▲772】

20 繰入金 2,388,557 14.3 2,244,777 13.4 143,780 6.4 ○公共施設強靭化対策基金繰入金 89,400【▲136,300】
○ふるさと応援基金繰入金 813,000【+191,500】

21 繰越金 50,000 0.3 50,000 0.3 0 0.0 

22 諸収入 311,373 1.9 273,149 1.6 38,224 14.0 ○スポーツ振興くじ助成金 31,332【+26,718】
○公益的法人派遣法に基づく派遣職員負担金 6,705【皆増】

23 市債 761,900 4.6 1,333,900 7.9 ▲ 572,000 ▲ 42.9 

歳    入    合    計 16,683,000 100.0 16,788,000 100.0 ▲ 105,000 ▲ 0.6 

○総合保健福祉センター施設整備事業充当債 皆減【▲292,800】

○上水道管路耐震化事業費出資金充当債 82,000【皆増】
○防災行政無線整備事業充当債 皆減【▲311,700】

令和８年度　一般会計歳入予算前年度比較表

区           分 摘      要
【 】内の数字は令和７年度との比較
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歳　出 （単位：千円、％）

令和８年度 令和７年度 比      較

金  額 構成比 金  額 構成比 増減額 増減率

1 議会費 161,499 1.0 166,456 1.0 ▲ 4,957 ▲ 3.0 ○議員の報酬等の経費 106,930【▲4,995】

2 総務費 3,489,881 20.9 3,570,703 21.3 ▲ 80,822 ▲ 2.3 
○総務一般管理職員人件費 863,246【+55,122】
○デジタル改革推進事業 103,384【▲88,653】
○阿武隈急行線緊急保全整備事業 119,091【▲50,818】

3 民生費 4,649,612 27.9 4,855,257 28.9 ▲ 205,645 ▲ 4.2 
○障害者就労支援施設管理運営事業 7,104【▲73,564】
○総合保健福祉センター改修事業　皆減【▲332,705】
○放課後児童健全育成事業 164,882【+49,213】

4 衛生費 1,385,574 8.3 1,061,760 6.3 323,814 30.5 
○みやぎ県南中核病院企業団負担金・出資金 471,183【+97,286】
○小児医療対策事業 100,038【+100,000】
○上水道整備事業 82,062【+81,822】

5 労働費 13,856 0.1 15,809 0.1 ▲ 1,953 ▲ 12.4 ○婦人研修センター管理運営事業　皆減【▲1,953】
○シルバー人材センター運営助成事業 13,035【±0】

6 農林業費 590,237 3.5 632,919 3.8 ▲ 42,682 ▲ 6.7 
○地域計画推進事業 14,455【▲49,193】
○林業振興対策事業 28,956【+8,876】

7 商工費 360,997 2.2 348,839 2.1 12,158 3.5 
○商工総務職員人件費 70,546【+9,392】
○観光振興事業 58,183【+47,581】
○道の駅かくだ管理運営事業 14,707【▲41,798】

8 土木費 2,030,574 12.2 2,208,409 13.1 ▲ 177,835 ▲ 8.1 
○道路改良事業 269,390【+142,450】
○南町斗蔵線道路整備事業 82,700【▲194,048】
○橋りょう維持補修事業 194,300【▲179,500】

9 消防費 570,497 3.4 867,919 5.2 ▲ 297,422 ▲ 34.3 
○仙南広域消防費負担金 397,086【+41,192】
○災害対策事業 20,898【▲352,263】
○放射線対策事業 13,142【+9,035】

10 教育費 1,714,992 10.3 1,414,434 8.4 300,558 21.2 
○小学校施設整備事業 44,000【皆増】
○小中学校情報教育推進事業 200,440【+156,060】
○学校給食センター運営費 322,497【+44,661】

11 災害復旧費 9,000 0.0 9,000 0.0 0 0.0 

12 公債費 1,676,271 10.0 1,606,485 9.6 69,786 4.3 
○定期償還元金 1,586,918【+41,160】
○定期償還利子 88,353【+28,626】

13 諸支出金 10 0.0 10 0.0 0 0.0 

14 予備費 30,000 0.2 30,000 0.2 0 0.0 

歳  出  合  計 16,683,000 100.0 16,788,000 100.0 ▲ 105,000 ▲ 0.6 

区           分 摘      要

令和８年度　一般会計歳出予算前年度比較表

【 】内の数字は令和７年度との比較
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（単位：千円、％）

令和８年度 令和７年度 比      較

金  額 構成比 金  額 構成比 増減額 増減率

 １ 義務的経費 7,259,149 43.5 6,986,908 41.6 272,241 3.9 

人件費 3,258,300 19.5 3,140,722 18.7 117,578 3.7 
○職員人件費(選挙等除き) 2,360,030【+148,483】
○会計年度任用職員人件費 709,528【▲29】

扶助費 2,323,578 13.9 2,237,501 13.3 86,077 3.8 
○障害児通所支援給付費 130,000【+64,000】
○生活保護事業 180,000【+24,600】

公債費 1,677,271 10.1 1,608,685 9.6 68,586 4.3 
○定期償還元金 1,586,918【+41,160】
○定期償還利子 88,353【+28,626】

 ２ 投資的経費 1,547,368 9.3 2,231,210 13.3 ▲ 683,842 ▲ 30.6 

普通建設事業費 1,538,368 9.2 2,222,210 13.2 ▲ 683,842 ▲ 30.8 
○総合保健福祉センター改修事業　皆減【▲332,705】
○災害対策事業　皆減【▲317,480】

補助事業 716,350 4.3 893,480 5.3 ▲ 177,130 ▲ 19.8 
○南町斗蔵線道路整備事業(補助事業分) 60,000【▲210,000】
○道路舗装事業(補助事業分) 150,000【+120,000】

単独事業 822,018 4.9 1,328,730 7.9 ▲ 506,712 ▲ 38.1 
○総合保健福祉センター改修事業　皆減【▲332,705】
○災害対策事業　皆減【▲317,480】

災害復旧事業費 9,000 0.1 9,000 0.1 0 0.0 

 ３ 一般行政経費 7,846,483 47.0 7,539,882 44.9 306,601 4.1 

物件費 2,717,046 16.3 2,633,959 15.7 83,087 3.2 
○行政情報システム標準化対応業務委託料　皆減【▲67,448】
○放課後児童クラブ運営業務委託料 162,720【+98,581】
○学校給食センター運営事業 284,767【+33,770】

維持補修費 216,108 1.3 249,182 1.5 ▲ 33,074 ▲ 13.3 
○道路維持管理事業 68,216【+14,668】
○橋りょう維持補修事業 15,400【▲52,500】

補助費等 3,054,227 18.3 2,903,768 17.3 150,459 5.2 
○仙南地域広域行政事務組合負担金 662,849【+56,505】
○みやぎ県南中核病院企業団負担金 287,818【+63,750】
○まちの賑わい創出事業実行委員会負担金 47,000【皆増】

積立金 594,815 3.6 580,867 3.5 13,948 2.4 ○利率上昇に伴う利子積立の増など

投資及び出資金・貸付金 427,937 2.5 311,079 1.8 116,858 37.6 
○みやぎ県南中核病院企業団出資金 183,365【+33,536】
○上水道管路耐震化事業費出資金 82,062【皆増】

繰出金 836,350 5.0 861,027 5.1 ▲ 24,677 ▲ 2.9 
○国民健康保険事業特別会計繰出金 202,281【▲34,492】
○後期高齢者医療特別会計繰出金 127,349【+10,510】

 ４ 予備費 30,000 0.2 30,000 0.2 0 0.0 

歳  出  合  計 16,683,000 100.0 16,788,000 100.0 ▲ 105,000 ▲ 0.6 

令和８年度　一般会計性質別歳出予算前年度比較表

区           分 摘      要
【 】内の数字は令和７年度との比較
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（単位：千円、％）

令和８年度 令和７年度 比      較

金  額 構成比 金  額 構成比 増減額 増減率

 １ 市民税 1,478,000 38.2 1,383,969 36.6 94,031 6.8 

(１)個人 1,223,264 31.6 1,153,695 30.5 69,569 6.0 ○総所得金額等+11.5%（所得控除額+17.3%）

(２)法人 254,736 6.6 230,274 6.1 24,462 10.6 ○区分変更による均等割の増

 ２ 固定資産税 1,853,124 47.9 1,862,804 49.3 ▲ 9,680 ▲ 0.5 

(１)土地・家屋・償却資産 1,852,212 47.9 1,861,890 49.3 ▲ 9,678 ▲ 0.5 
○課税標準額比較
　土地▲0.2%、家屋+3.8%、償却資産▲9.0%

(２)国有資産等所在市町村交付金 912 0.0 914 0.0 ▲ 2 ▲ 0.2 

 ３ 軽自動車税 125,468 3.2 126,106 3.3 ▲ 638 ▲ 0.5 

(１)環境性能割 892 0.0 4,788 0.1 ▲ 3,896 ▲ 81.4 ○環境性能割廃止による減

(２)種別割 124,576 3.2 121,318 3.2 3,258 2.7 ○乗換(旧税率から新税率)台数増見込による増

 ４ 市たばこ税 224,268 5.8 224,268 5.9 0 0.0 

 ５ 入湯税 6,000 0.2 5,000 0.1 1,000 20.0 ○年間入湯客数増見込による増

 ６ 都市計画税 180,837 4.7 180,826 4.8 11 0.0 
○課税標準額比較
　土地▲0.2%、家屋+0.2%

合          計 3,867,697 100.0 3,782,973 100.0 84,724 2.2 

区           分 摘      要

令和８年度　市 税 前 年 度 比 較 表
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（単位：千円）

予算額

入湯税充当額 その他一般財源

　　 　観光地維持管理事業 7款1項3目 14,142     -        -        2,500    6,000         5,642         

　観光施設の維持管理 14,142     -        -        2,500    6,000         5,642         

※令和８年度は、高蔵寺、斗蔵山、手代木沼等の観光施設の維持管理に係る事業費に充てられている。

令和８年度  入湯税充当説明資料

区           分
一般会計
歳出科目

財源内訳

国県支出金 地方債 その他
一般財源
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（単位：千円）

予算額

都市計画税
充当額

その他一般財源

　街　路 －

　公　園 －

　下水道
（公共下水道事業負担金・補助金
　のうち建設費充当額） －

　都市計画事業

　土地区画整理事業 －

　街　路 －

　公　園 －

　下水道
（公共下水道事業負担金・補助金
　のうち公債費等充当額） 8款5項1目 284,179    180,837       103,342       

　土地区画整理事業 －

284,179    180,837       103,342       

284,179    180,837       103,342       

※令和８年度は、過年度実施の下水道事業に係る地方債の元利償還金等に充てられている。

　過去の都市計画事業等に係る
　公債費(地方債の元利償還金)等

合          計

令和８年度  都市計画税充当説明資料

区           分
一般会計
歳出科目

財源内訳

国県支出金 地方債 その他
一般財源
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　　（ 歳入 ） 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 452,000 千円

　　（ 歳出 ） 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 4,466,495 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

国県支出金 地方債 その他
 社会保障財源化分の
 地方消費税交付金

その他

社会福祉 2,656,285 1,649,488 200,829 167,528 638,440

社会保険 1,146,884 221,081 14 192,434 733,355

保健衛生 663,326 9,596 210,941 92,038 350,751

4,466,495 1,880,165 411,784 452,000 1,722,546

※３ 「社会保障財源化分の地方消費税交付金」の合計額は、地方消費税交付金の予算額 830,000千円のうち社会保障財源化分の452,000千円を計上。
　　 「社会福祉」「社会保険」「保健衛生」の「社会保障財源化分の地方消費税交付金」は、「社会保障財源化分の地方消費税交付金合計額」を一般財源額であん分。

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる
社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

 （単位：千円）

事　業
令 和 ８ 年 度
予 算 額

財 源 内 訳

特 定 財 源 一 般 財 源

合　計

※１ 社会保障財源化分の地方消費税交付金は、社会保障４経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう)に要する経費に充てるものとされている。
（注）「社会保障４経費」…制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費

※２ 事業の「社会福祉」は障害者福祉事業、児童福祉事業など。「社会保険」は国民健康保険事業、介護保険事業など。「保健衛生」は地域医療対策事業、感染症予防事業など。
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（単位：千円）

   基　　金　　名

6,000 5,000
198,625

  減債基金 1,564,663 205,500 500,000 1,270,163 6,000 300,000 公債費増に対応した取崩し 976,163

  その他特定目的基金 6,307,553 4,392,519 2,701,772 7,998,300 583,815 1,388,557 7,193,558

明日を拓く人材育成基金 75,499 300 9,000 66,799 300 7,700
グリーンフィールド市交流事業 5,900、目黒区交流事業 300、姉妹都
市等交流事業 1,500

59,399

公共施設強靭化対策基金 1,759,195 6,000 266,300 1,498,895 7,000 89,400

道路維持管理事業 15,000、道路改良事業 32,700、大沼野田前線道路
整備事業 10,700、南町斗蔵線道路整備事業 11,300、大沼西堤防線道
路整備事業 600、橋りょう維持補修事業 16,100、河川維持補修事業
3,000

1,416,495

ふるさと応援基金 1,493,969 3,021,000 2,118,200 2,396,769 536,000 813,000

将来を見据え人を育み、活かすまちづくり【市民力】 84,000
ともに生き、活かし合うまちづくり【地域共生】 336,000
地域資源を活かすまちづくり【地域資源フル活用】 287,000
市政全般 106,000

2,119,769

阿武隈急行線応援基金 500,000 322,000 72,300 749,700 2,000 79,100 阿武隈急行線運行継続支援事業 79,100 672,600

角田市育英会奨学金基金 77,002 15,568 7,178 85,392 9,645 11,178
【角田市育英会寄附金 6,885、奨学金回収金 2,460】
角田市育英会奨学金事業 11,178(貸付金9,960、事務費1,218)

83,859

長寿社会対策基金 1,674 10 1,684 10 1,694

子ども子育て未来基金 1,262,781 3,500 165,000 1,101,281 4,000 215,000
子ども医療費助成事業 15,000、施設型給付事業 40,000、地域型保育
給付事業 10,000、小児医療対策事業 100,000、学校給食センター運
営事業 50,000

890,281

農業振興基金 152,615 700 9,180 144,135 700 8,810
野菜振興事業 1,320、果樹振興事業 3,050、地域計画推進事業
3,900、農業の館管理運営事業 540

136,025

森林環境整備基金 39,475 18,941 22,594 35,822 19,060 29,669
【森林環境譲与税交付見込相当額 17,760、木材売払収入 1,000】
地球温暖化対策事業 200、林業振興対策事業 22,469、林道維持管理
事業 7,000

25,213

都市整備基金 212,564 800 5,000 208,364 1,000 77,500 道路改良事業 45,000、公園管理事業 32,500 131,864

学校施設整備基金 500,138 1,002,500 1,502,638 3,000 1,505,638

教育振興基金 200,000 1,000 17,300 183,700 1,000 47,200

教育振興一般管理費 400、学力向上推進事業 5,200、小中学校情報教
育推進事業 25,000、社会教育推進事業 4,200、次世代育成推進事業
4,800、文化振興事業 1,100、自主文化事業 900、スポーツ振興事業
5,600

137,500

文化財保護基金 32,641 200 9,720 23,121 100 10,000 文化財保護助成事業 500、企画・展示事業 9,500 13,221

9,530,071 4,802,644 3,732,188 10,600,527 594,815 2,388,557 8,806,785

   基　　金　　名

23,710 700
39,355
2,000 2,000

436
20 20

基 金 の 令 和 ８ 年 度 末 に お け る 現 在 高 見 込 額

281

令和８年度中の増減見込額

令和８年度末
現在高見込額取崩予定額

取崩予定額等の説明・充当先

　　　　　　　　　　　　　　【　】内は積立予定額の主な内容

歳入歳出財源不足に対応した取崩し 637,064

令和８年度中の増減見込額

令和８年度末
現在高見込額取崩予定額

取崩予定額等の説明・充当先

　　　　　　　　　　　　　　【　】内は積立予定額の主な内容

歳入歳出財源不足に対応した取崩し 158,456

歳入歳出財源不足に対応した取崩し 431,815

歳入歳出財源不足に対応した取崩し 2,878

積立予定額
※下段：前年度
決算剰余金処分

による積立

19,239

83,242

積立予定額
※下段：前年度
決算剰余金処分

による積立

700,000

令和６年度末
現在高

※　定額運用基金(土地開発基金)は除く。
※　基金現在高見込額は予算ベース(見込含む)の取崩額により計上しているので、今後の税収等や歳出執行状況により増減する。

  財政調整基金

合         計

  東根財産区財産造成基金

  国民健康保険事業財政調整基金

  介護保険事業財政調整基金

1,657,855 530,416

3,617

令和６年度末
現在高

113,930

556,889

498

令和７年度中の増減見込額

令和７年度末
現在高見込額取崩予定額

1,332,064

令和７年度中の増減見込額

令和７年度末
現在高見込額取崩予定額

176,995

513,057

3,139

積立予定額
※下段：前年度
決算剰余金処分
による積立

46,268

積立予定額
※下段：前年度
決算剰余金処分
による積立
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（単位：千円）
令和６年度末 令和７年度末 令和８年度末

現   在   高 現在高見込額 起債見込額 元金償還見込額 現在高見込額

8,745,208 9,431,992 761,900 897,981 9,295,911

2,101,087 1,884,159 256,110 1,628,049

4,835 1,172 1,172

4,356,471 3,898,347 429,472 3,468,875

35,060 32,879 2,183 30,696

15,242,661 15,248,549 761,900 1,586,918 14,423,531

576,182 529,065 47,117 481,948

3,761,639 3,539,857 244,600 370,030 3,414,427

224,597 250,937 37,800 12,217 276,520

3,030,939 3,090,413 339,900 258,690 3,171,623

446,429 391,425 55,004 336,421

54,460 50,563 3,945 46,618

7,518,064 7,323,195 622,300 699,886 7,245,609

234,165 192,400 38,397 154,003

242,162 264,914 38,900 20,399 283,415

5,432 4,594 841 3,753

481,759 461,908 38,900 59,637 441,171

7,999,823 7,785,103 661,200 759,523 7,686,780

8,576,005 8,314,168 661,200 806,640 8,168,728

23,818,666 23,562,717 1,423,100 2,393,558 22,592,259

※貸付利率４％以上の地方債は、（　　）で内書き

合　　　　　　計

３．資本費平準化債

４．下水道事業特例債

５．災害復旧債

小　　　計

 農業集落排水事業

１．農業集落排水事業債

２．資本費平準化債

３．災害復旧債

小　　　計

企
　
業
　
会
　
計

 水道事業 １．企業債

下
水
道
事
業

 公共下水道事業

１．公共下水道事業債

２．流域下水道事業債

下水道事業　計

企業会計　計

地 方 債 の 令 和 ８ 年 度 末 に お け る 現 在 高 見 込 額

会　計　区　分 地　方　債　区　分
令和８年度中増減見込み

　一　般　会　計

１．普通債

２．災害復旧債

３．減税補てん債

４．臨時財政対策債

５．減収補てん債

小　　　計
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２款 地方譲与税 

１項 地方揮発油譲与税 

譲与総額・・・・地方揮発油税収入額の全額 

揮発油税（24,300円/kℓ）に地方揮発油税（4,400円/kℓ）を併せて課税 

※暫定税率は令和 7年 12月 31日をもって廃止された。 

         譲与団体・・・・都道府県及び市町村（特別区を含む。） 

  譲与基準・・・・都道府県 58/100、市町村 42/100（1/2:市町村道の延長、1/2:市町村道の面積で按分） 

地方揮発油譲与税は、平成 21年度に地方道路譲与税から改正され、それまでの道路 

特定財源としての使途制限が廃止され一般財源化された。 

２項 自動車重量譲与税 

譲与総額・・・・自動車重量税収入額の 431/1,000（令和元年度改正により県への譲与制度創設） 

 譲与団体・・・・都道府県及び市町村（特別区を含む。） 

 譲与基準・・・・都道府県 24/1,000、市町村 407/1,000（1/2:市町村道の延長、1/2:市町村道の面積で按分） 

自動車重量譲与税は、平成 21年度から道路特定財源としての使途制限が廃止され 

一般財源化された。 

 ３項 森林環境譲与税 

    譲与総額・・・・森林環境税収入額の全額 ※  

            ※森林環境税は令和 6 年度から課税。課税前における譲与税配分額は、地方公共団体金融

機構公庫債権金利変動準備金を活用していた。 

    譲与団体・・・・都道府県及び市町村（特別区を含む。） 

    譲与基準・・・・都道府県 1/10、市町村 9/10  

（55/100:私有林人工林面積(林野率補正)、20/100:林業就業者数、25/100:国勢調査人口で

按分） 

    使  途・・・・森林整備及びその促進に関する費用に充当 

 

３款 利子割交付金 

１項 利子割交付金 

 所得税における利子課税制度が昭和 63年 4月 1日から実施されたが、これにより地方税法も改正さ 

れて都道府県民税に利子割が創設された。 

 課税主体・・・・都道府県 

 納税義務者・・・利子等の支払いを受ける者（利子等の支払い金融機関を特別徴収義務者として徴収する。） 

※平成 28年 1月 1日以降に支払いを受ける法人は対象から外れ、個人に限定された。 

 課税標準・・・・支払いを受けるべき利子等の額（所得税と同一) 

 税率・・・・・・5％〔都道府県 2％＋市町村 3％〕（所得税 15％） 

 交付金・・・・・利子割収入額から徴税費相当額(1％)を控除した後の金額の 3/5が市町村に交付される。 

市町村の交付基準は、個人都道府県民税収入決算額の県計に対する割合（前年度以前 3年 

度分の平均値）で按分 

 

 

 

 

 

４款 配当割交付金 

１項 配当割交付金 

平成 15年度税制改正で都道府県税として県民税配当割が創設され、平成 16年 1月 1日以後に支払い 

を受ける配当等に課税される。税率は 5％で、国税である所得税 15％と一緒に徴収される｡ 

課税主体・・・・都道府県 

 納税義務者・・・特定配当等の支払いを受ける者（上場株式等配当を支払いする者を特別徴収義務者 

として徴収する。） 

 課税標準・・・・①上場株式等配当等  ②公募証券投資信託の収益の分配に係る配当  など 

税率・・・・・・5％ 

交付金・・・・・配当割収入額から徴税費相当額(1％)を控除した後の金額の 3/5が市町村に交付される。 

市町村の交付基準は、個人都道府県民税収入決算額の県計に対する割合（前年度以前 

3年度分の平均値）で按分 

 

５款 株式等譲渡所得割交付金 

１項 株式等譲渡所得割交付金 

平成 15年度税制改正で都道府県税として県民税株式等譲渡所得割が創設され、平成 16年 1月 1日以後の

源泉徴収口座における株式等の譲渡益に課税される。税率は 5％で、国税である所得税 15％と一緒に徴収さ

れる｡ 

課税主体・・・・都道府県 

納税義務者・・・譲渡益等の支払いを受ける個人（個人投資家の源泉徴収口座が開設されている証券会社を 

特別徴収義務者として徴収する。） 

課税標準・・・・源泉徴収口座における株式等の譲渡に係る所得金額 

税率・・・・・・5％ 

交付金・・・・・株式等譲渡所得割収入額から徴税費相当額(1％)を控除した後の金額の 3/5が市町村に交 

付される。市町村の交付基準は、個人都道府県民税収入決算額の県計に対する割合（前年

度以前 3年度分の平均値）で按分 

 

６款 法人事業税交付金 

１項 法人事業税交付金 

都道府県税である法人事業税は、法人の資本金の区分等に応じ、付加価値割、資本割、所得割等により課

税される。令和元年 10月 1日から法人事業税の一部を市町村に交付する制度が創設された。 

課税主体・・・・都道府県 

納税義務者・・・事業を行う法人（事務所等所在の都道府県が課税） 

交付金・・・・・都道府県に納付された税額（標準税率分）の 7.7％が市町村に交付される。市町村の交付 

基準は、従業者数の割合で按分 

 

 

 

 

～ 一般会計 歳入（地方譲与税・各種交付金）科目説明 ～ 
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７款 地方消費税交付金 

１項 地方消費税交付金 

 平成 6年度の税制改革で都道府県税として地方消費税が創設され、平成 9年 4月 1日から施行された。 

税率は、当初の 1.0％から平成 26年 4月 1日より 1.7％へ、令和元年 10月 1日より 2.2％へ引上げされた（た

だし、軽減税率制度が適用となるものは 1.76％）。 

なお、平成 26 年 4 月及び令和元年 10 月の引上げ分は、社会保障４経費その他社会保障施策（社会福祉、

社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。）に要する経費に充てるものとされている。 

         交付金・・・・・地方消費税の 1/2相当額が市町村に交付される。市町村の交付基準は、その 1/2が国勢調

査人口、1/2 が経済センサス従業者数で按分されるが、平成 26 年 4 月及び令和元年 10 月

の引上げ分については、社会保障財源化されることを踏まえ、全額国勢調査人口で按分さ

れる。 

 

８款 ゴルフ場利用税交付金 

１項 ゴルフ場利用税交付金 

ゴルフ場所在の市町村に対し、都道府県が収納した当該ゴルフ場にかかるゴルフ場利用税収入額の 7/10

に相当する額が交付される。 

 課税主体・・・・都道府県 

     納税義務者・・・ゴルフ場の利用者 

税率・・・・・・標準税率は 1人 1日につき 800円（制限税率 1,200円） 

 角田市民ゴルフ場     税率 12級 330円／人 

 仙台グリーンゴルフクラブ 税率  9級 550円／人 

                 (角田市と白石市との面積按分 108,757㎡ 10.338％) 

 交付金・・・・・ゴルフ場利用税収入額の 7/10 

 

９款 環境性能割交付金 

１項 環境性能割交付金 

自動車の燃費性能等に応じ、主たる定置場所在地においてその取得者に課税されるもので、都道府県が課

す登録車（普通自動車など）について交付されるもの（軽自動車に係る環境性能割は市税となる）。課税は

令和 8年 3月 31日をもって廃止され、令和 8年度は前年度の残余分のみ交付される。 

課税主体・・・・都道府県 

納税義務者・・・自動車（登録車）の取得者 

税率・・・・・・取得価格に対して環境性能に応じ、乗用車：非課税～3％、営業車：非課税～2％ 

交付金・・・・・都道府県に納付された税額の 95％（徴税費相当分を控除）の 43/100相当額が交付され 

る。市町村の交付基準は、その 1/2が市町村道の延長、1/2が市町村道の面積で按分 

 

 

 

 

 

 

 

 

10款 国有提供施設等所在市町村助成交付金 

１項 国有提供施設等所在市町村助成交付金 

国が所有する固定資産のうち、米軍及び自衛隊が使用する施設（飛行場、演習場等の用に供する固定資産

（弾薬庫及び燃料庫の用に供する土地建物も含む。））が所在する市町村に対し、当該固定資産の価格、当該

市町村の財政状況等を考慮して交付される。 

別名:基地交付金（国有提供施設等市町村助成交付金に関する法律） 

交付金・・・・・交付金総額のうち、7/10相当額は、土地、建物及び工作物の価格総額で按分して交付さ 

        れ、残りの 3/10相当額は、当該市町村の財政状況等を考慮して交付される。 

 

11款 地方特例交付金 

１項 地方特例交付金 

○個人住民税減収補填特例交付金 

個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の実施に伴う地方公共団体の減収を補填するために地方

特例交付金が交付されるもの。 

交付対象・・・・都道府県、市町村及び特別区 

交付金・・・・・交付金総額の 3/5(県 2/5)に相当する額を、各市町村の住宅借入金等特別控除見込額で 

按分した額が交付される。 

○自動車税減収補填特例交付金 

○軽自動車税減収補填特例交付金 

 自動車税及び軽自動車税の環境性能割が廃止されることに伴う地方公共団体の減収を当面の間補填する

ために地方特例交付金が交付されるもの。 

○地方揮発油譲与税減収補填特例交付金 

 地方揮発油税の暫定税率が廃止されたことに伴う地方公共団体の減収を当面の間補填するために地方特

例交付金が交付されるもの。 

 

13款 交通安全対策特別交付金 

１項 交通安全対策特別交付金 

都道府県及び市町村の交通安全施設整備事業の財源措置として、道路交通法の反則金を財源に交付される。 

交付金・・・県基準額から指定都市基準額を控除した額の 1/3の額（市町村基準額）が交付される。市町 

村の交付基準は、その 2/4が交通事故(人身)発生件数、1/4が人口集中地区人口、1/4が改 

良済道路延長で按分 
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